
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

介 護 保 険 事 業 所 番 号 ２３７４１０１３０７ 

介護予防通所介護相当番号 ２３Ａ４１０００４７ 

社会福祉法人東海市社会福祉協議会 

加木屋デイサービスセンター 

 

〒４７７－００３２ 

  

 東海市加木屋町南鹿持２７番地の１ 

 

 電 話 ０90－2921－0585 

 

 ＦＡＸ ０５６２－３４－７３７３ 



 

 

 

 

 

私たち加木屋デイサービスセンター職員一同は、 

「笑顔のあふれるデイサービスセンター」で皆様をお待ちしております。 

 

 ぜひ                       をご利用・問合せください。 

 

★ 利用者のみなさまの１日に流れ ★ 

 

 

 

 

 

 

加木屋デイサービスセンターは全館禁煙としています。 

★ 営業日時 ★ 

月曜日から土曜日 （年末年始 12 月２９日から 1 月３日までを除く） 

午前９時４５分から午後４時まで 

★ 利用地域 ★ 

東海市およびその周辺地域を対象にしています。 

★ お持ちいただくもの ★  

（持ち物には名前の記入をお願いします。） 

タオル（２枚）、バスタオル（体を拭くもの）、下着の着替え、 

濡れタオルなどを入れる袋（スーパーのビ二ール袋など）、 

紙おむつ・リハビリパンツ必要枚数分、予備の洋服・下着、 

室内シューズ（リハビリシューズまたは体育館シューズ） 

 

 

 

 

★ 昼食について ★ 

利用者のみなさまの身体状況に合わせて、管理栄養士がおいしく食事を食べることが

できるように対応しています。 

こんにちは、加木屋デイサービスセンターです 

１日体験・見学会（随時） 

 

９時  ごろ お迎え  

     ９時 ４５分 朝の会の始まりです。  

 １０時 ００分 入浴開始です。  

   １２時 ００分 昼食です。  

   １３時 ４５分 集団体操・レクリエーション  

   １５時 ００分 おやつの時間  

   １６時 ００分 帰宅の時間です。 



 

 

通 常 食             特別食（ミキサー食） 

 

上の写真のほか、きざみ食、お粥食にも対応しています。 

★ 入浴について ★ 

大 浴 場 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

★ 催事 ★ 

季節の行事（節分・ひな祭り・花見・七夕・秋祭り・クリスマス） 

地域ボランティアさんとの交流 

保育園・小学校・中学校の皆さんとの交流 

 

 

 

 

 

 

 



 

保育園との交流               小学生ボランティア  

保育園児と野菜収穫           大学生太鼓ボランティア 

 

★ 介護予防運動・個別機能訓練 ★ 

 

 

      

 

 

口腔機能訓練・食前体操 

おいしく食事をいただくために 

                        昼食前に実施しています。 

 

★ 利用料金支払い方法 ★ 

銀行、信用金庫、農協、郵便局に対応しており、ご指定の口座から毎月２６日 

（休日の場合は翌営業日）引き落としされます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

利用料金表（別表１） 

１ 通所介護（１日あたり）  

介護保険の給付対象となるサービス内容と利用料金 

通常規模型通所介護費 所要時間６時間以上７時間未満 

 

標準的な利用単位数／回 
昼食代を含む 

利用料金／回 

利 用 

単位数 

サービ

ス提供

体制強

化加算

(Ⅰ)イ 

中重度

者ケア

体制 

加算 

入浴 

個別機

能訓練

加算

（Ⅱ） 

計 
昼食代 

（実費） 
合計 

要介護１ ５７２ 

１８ ４５ ５０ ５６ 

７４１ 

610 円 

１割 １，３６２円 

２割 ２，１１３円 

３割 ２，８６４円 

要介護２ ６７６ ８４５ 

１割 １，４６７円 

２割 ２，３２４円 

３割 ３，１８１円 

要介護３ ７８０ ９４９ 

１割 １，５７３円 

２割 ２，５３５円 

３割 ３，４９７円 

要介護４ ８８４ １，０５３ 

１割 １，６７８円 

２割 ２，７４６円 

３割 ３，８１４円 

要介護５ ９８８ １，１５７ 

１割 １，７８４円 

２割 ２，９５７円 

３割 ４，１３０円 

利用者によって加算または減算される利用単位数 

認知症加算 ６０ 

若年性認知症利用者受入加算 ６０ 

栄養改善加算 １５０ 

事業所が送迎を行わない場合（片道） ▲４７ 

介護人材を確保し、適切なサービス保つための介護職員処遇改善加算（Ⅰ）5．9％を上

記の利用単位数に加算します。 

（注） 

１ 要介護状態区分等に応じたサービス利用料金およびご利用されたサービスの利用

料金は介護保険負担割合証記載の割合でご負担していただきます。 

２ １月あたりの利用料金請求額は、１日あたりの利用単位数合計に回数を乗じて得

た額に１０．１４（地域区分：東海市） を乗じて得た額の１円未満を切り捨てして

得た額を基にご利用者の介護保険負担割合証に記載された負担割合に応じた額を請

求させていただきます。（昼食代を除く。） 

３ 利用料金が支給限度額を超える場合、超えた部分については利用料金全額が自己

負担になります。なお、自己負担額の合計額が一定額を超えたときは、申請により超

えた分が「高額介護サービス費」として後から支給されます。 

４ 昼食代以外の値は、すべて単位数で表示させています。 

５ 栄養改善加算は、実施された場合に徴収となります。（月２回 原則３ヶ月） 

 



 

 

２ 短時間利用 

ご利用者の都合で利用から５時間未満で途中帰宅される場合は、以下の利用料金表に

基づいた料金をいただきます。利用者によって加算または減算される利用単位数も含み

ます。 

 ⑴ 通常規模型通所介護費 所要時間５時間以上６時間未満 

 

標準的な利用単位数／回 
昼食代を含む 

利用料金／回 

利 用 

単位数 

サービ

ス提供

体制強

化加算 
(Ⅰ)イ 

中重度

者ケア

体制 

加算 

入浴 

個別機

能訓練

加算

（Ⅱ） 

計 

昼食代 

（実

費） 

合計 

利用単位に 10.14（地域

区分）を乗じて得た額 

要介護１ ５５８ 

１８ ４５ ５０ ５６ 

７２７ 

610 円 

１割 １，３４８円 

２割 ２，０８５円 

３割 ２，８２２円 

要介護２ ６６０ ８２９ 

１割 １，４５１円 

２割 ２，２９２円 

３割 ３，１３２円 

要介護３ ７６１ ９３０ 

１割 １，５５３円 

２割 ２，４９６円 

３割 ３，４３９円 

要介護４ ８６３ １，０３２ 

１割 １，６５７円 

２割 ２，７０３円 

３割 ３，７５０円 

要介護５ ９６４ １，１３３ 

１割 １，７５９円 

２割 ２，９０８円 

３割 ４，０５７円 

⑵ 通常規模型通所介護費 所要時間４時間以上５時間未満 

 

標準的な利用単位数／回 
昼食代を含む 

利用料金／回 

利 用 

単位数 

サービ

ス提供

体制強

化加算 
(Ⅰ)イ 

中重度

者ケア

体制 

加算 

入浴 

個別機

能訓練

加算

（Ⅱ） 

計 

昼食代 

（実

費） 

合計 

利用単位に 10.14（地域

区分）を乗じて得た額 

要介護１ ３８０ 

１８ ４５ ５０ ５６ 

５４９ 

610 円 

１割 １，１６７円 

２割 １，７２４円 

３割 ２，２８０円 

要介護２ ４３６ ６０５ 

１割 １，２２４円 

２割 １，８３７円 

３割 ２，４５１円 

要介護３ ４９３ ６６２ 

１割 １，２８２円 

２割 １，９５３円 

３割 ２，６２４円 

要介護４ ５４８ ７１７ 

１割 １，３３７円 

２割 ２，０６４円 

３割 ２，７９１円 

要介護５ ６０５ ７７４ 

１割 １，３９５円 

２割 ２，１８０円 

３割 ２，９６５円 



 

 

⑶ 通常規模型通所介護費 所要時間３時間以上４時間未満 

 

標準的な利用単位数／回 
昼食代を含む 

利用料金／回 

利 用 

単位数 

サービ

ス提供

体制強

化加算 
(Ⅰ)イ 

中重度

者ケア

体制 

加算 

入浴 

個別機

能訓練

加算

（Ⅱ） 

計 

昼食代 

（実

費） 

合計 

利用単位に 10.14（地域

区分）を乗じて得た額 

要介護１ ３６２ 

１８ ４５ ５０ ５６ 

５３１ 

610 円 

１割 １，１４９円 

２割 １，６８７円 

３割 ２，２２６円 

要介護２ ４１５ ５８４ 

１割 １，２０３円 

２割 １，７９５円 

３割 ２，３８７円 

要介護３ ４７０ ６３９ 

１割 １，２５８円 

２割 １，９０６円 

３割 ２，５５４円 

要介護４ ５２２ ６９１ 

１割 １，３１１円 

２割 ２，０１２円 

３割 ２，７１２円 

要介護５ ５７６ ７４５ 

１割 １，３６６円 

２割 ２，１２１円 

３割 ２，８７７円 

ご利用者の都合で利用から３時間未満で途中帰宅される場合は、この料金表の利用単位

数の７０％をいただきます。 

なお、入浴、個別機能訓練を行った場合、その加算は含めさせていただきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

利用料金表（別表２） 

１ 第１号通所事業（１月あたり） 

 

標準的な利用単位数／月 利用料金 

利用 

単位数 

サービス

提供体制

強化加算

（Ⅰ）イ 

運動器

機能向

上加算 

事業所

評価加

算 

計 
第１号通所事業 

利用料金／月額 

昼食代

（実費） 

要支援１ 1,647 72 

225 120 

2,064 

１割 ２，０９３円 

＋ 610

円 

×回数 

２割 ４，１８６円 

３割 ６，２７９円 

要支援２ 3,377 144 3,866 

１割 ３，９２１円 

２割 ７，８４１円 

３割 １１，７６１円 

事業 

対象者 

週１回 

程度利用 
1,647 72 2,064 

１割 ２，０９３円 

２割 ４，１８６円 

３割 ６，２７９円 

週２回 

程度利用 
3,377 144 3,866 

１割 ３，９２１円 

２割 ７，８４１円 

３割 
１１，７６１

円 

利用者によって加算される利用単位 

栄養改善加算 １５０ 

若年性認知症利用者受入加算 ２４０ 

介護人材を確保し、適切なサービス保つための介護職員処遇改善加算（Ⅰ）５．９％を

上記の利用単位数に加算します。 

注１：１月あたりの利用料金請求額は、１日あたりの利用単位数合計に回数を乗じて得

た額に１０．１４（地域区分：東海市） を乗じて得た額の１円未満を切り捨てして

得た額を基にご利用者の介護保険負担割合証に記載された負担割合に応じた額を請

求させていただきます。（昼食代を除く。）２：昼食代以外の値は、すべて単位数で

表示しています。 

３：栄養改善加算は、実施された場合に徴収します。 

４：若年性認知症利用者受入加算は、４０歳から６４歳の認知症利用者が対象です。 

本サービスの利用料金は、月額制とします。ただし、以下の場合は、日割り計算で請

求します。 

⒜ 月途中に契約し、利用を開始した場合。 

⒝ 月途中に要介護状態区分等に変更があった場合。 

⒞ 月途中に転居等により他の通所介護事業所を利用した場合。 

⒟ 月途中にショートステイ（短期入所）を利用した場合。 

⒠ 当該月に利用し、月途中で契約を解除した場合。 

⒡ 月途中に特定施設（有料老人ホーム等）を入所した場合。 

５：第１号通所事業のご利用者は、途中で帰宅されても月額利用料以外の負担はありま

せん。ただし、昼食を食べた場合は６１０円。事前に連絡なく昼食を食べなかった場

合はキャンセル料６００円をいただきます。 

 

 

 

 



 

 

 

★ 加木屋デイサービスセンターまでの地図 ★ 

 

 

喫茶店 

 



 

 

. 


